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「循環器病対策推進基本計画」について 

 

 

 

「循環器病対策推進基本計画」については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、

心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平成 30 年法律第 105 号）に基づ

き策定するものであり、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病

対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県循環器病対策推進計画の基本とな

るものである。 

本基本計画の策定に当たっては、これまで循環器病対策推進協議会の意見を聴きつつ、

検討を進めてきたところであるが、本日、閣議決定されたことを踏まえ、別添のとおり、

その内容を公表する。 

 

 

   資料１  循環器病対策推進基本計画の概要 

   資料２  循環器病対策推進基本計画         
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